
部　　会 第一部会 事業コード

事業名称 霊園施設管理費 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 回答内容 備考

1
施設の運用管理を民間事業者に委託している。人件
費も含めて、霊園全体の管理をお願いしている。

2
納骨されたものに対しての期限はない。自分で使用
を取り消さない限りは納骨壇等に関してはない。

3

墓じまいに関しては今後問題になってくると考えてい
る。他の公営の墓地では、２０年使用を許可するが、
その後は合祀するという条件をつけて墓地を貸し出
すという自治体も出始めていると聞いている。墓地の
使用を承継する人が出てこないケースが今後多々出
てくると思われ、今後も検討が必要と考えている。

4
管理料の関係で３年ごとに更新していただいている。
期限をこちらから区切るというわけではなく、運用上
では更新のための期間としている。

5 住民票を提出してもらい、確認している。

条例では納骨壇の使用許可の期間は３年又は１年と規定されてい
るが。

納骨壇の更新の際の条件として、住所を有すると規定されている
が、確認しているのか。

質問/指摘の内容

民間活用を行ったとあるが、具体的にどのような内容なのか。

墓じまいが新聞等で話題になっているが、今後の霊園の施設管理
に影響を及ぼす見込みなど、考えを伺いたい。

納骨の期限はあるのか、期限があるならば、期限後はどういう扱い
になるのか。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表
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番号 回答内容 備考質問/指摘の内容

6

墓地が２８４区画あり、空きが１区画である。空き区画
が１０前後になったときに募集をかけているため、現
在空き数がないことから周知ができない状況である。
納骨壇については、葬祭業者を通じて問い合わせを
いただき、その際にお知らせしている。

7

墓地に関しては、毎年数件問い合わせがあるが、現
在空きがないので断っている。
納骨壇に関しては、空きがあるので、希望者に提供
している。

8
２７年度に、墓地に１２区画空きが出たため、募集を
かけ、それに伴う申込による使用料の増によるもの
である。

9

そうである。墓地については、一度埋まってしまうと改
葬などがなければ空きが出ない状況である。拡張す
るにしてもどの程度必要なのかの判断は今後の課題
である。

10

詳細は把握していない。
霊園を訪れる方が年間約８，０００人いる。霊園を見
て回る限りでは寂れてしまっているようなお墓は見受
けられないように感じる。

11

墓地を作るときに永代使用料ということで、１区画３３
６，０００円いただいており、市内在住の方は年間１，
６２０円、市外在住の方は２，４３０円の管理料をいた
だいている。

12
お墓を作ったときは市内在住しており、その後転出し
た方である。

利用希望者について、毎年どの程度いるのか。近年募集していな
いとホームページで見たのだが、希望者があっても満室で入れない
のか、希望者がないのか、どのような状況か。

霊園の周知について、具体的にどのように行っているか。

年度別事業費の内訳で、２７年度の墓地使用料の決算額が突出し
ている理由は。

２８３区画の利用者の使用状況、たとえば何年もお参りにきていな
いなど、把握しているか。

墓地の管理料は１，６２０円/年か。

市外在住者とはどういうことか。

一度使用が可能となると永久的に使用できるということか。
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番号 回答内容 備考質問/指摘の内容

13 そうである。

14

安行霊園には墓地と納骨壇があり、墓地は最初に使
用許可を受けるときは市内在住が前提となるが、そ
の後市外に転出しても使い続けることが可能である。
納骨壇については、以前は墓地と同じように、転出後
も使用することができたが、基本的には３年間で新し
い墓地を探していただく一時保管の場所として施設を
運営しているため、転出後は更新できないよう条例を
改正した。よって、更新時に住民票を確認しているの
は納骨壇の使用者についてである。

15 市内在住者２０５件、市外在住者78件である。

16
許可の申請の日において「次に掲げる要件を備えて
いること」と記載されている。そのため、許可後の転
出者の使用は可能である。

17 そうである。

18

祭祀主宰者というのは、墓石などを含めて祭祀財産
として引き継ぐものと民法上で規定されており、安行
霊園においても、祭祀主宰者として祭祀財産を引き
継いでいただくことが前提となっている。

19
元々の祭祀主宰者が指定した方であれば誰でも可
能である。

更新の際に住民票を確認しているとのことだったが、更新の際は市
外在住者でもよいということか。

墓地２８３区画の利用者の、市内及び市外在住者の内訳は。

条例第４条使用者の資格において、市外在住者の使用許可につい
ては記載されていないのではないか。

礼拝堂は法事等で使用しているのか。

条例第４条使用者の資格において、祭祀を主宰する者であることと
あるが、それは跡取りがいなければいけないということか。

例えば、女性の子どもしかおらず、姓が変わってしまった場合でも
引き継いでいけるのか。

それは条例上そうだということか。
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番号 回答内容 備考質問/指摘の内容

20

墓地に関してはそのとおりで、祭祀主宰者が引き継
がれる限りは使用できる。納骨壇については３年更
新であり、その期間で新しい墓地を探していただくよ
うお願いしているが、見つからない場合には引き続き
３年ごとに更新できる。

21
比較は特にしていないが、安行霊園の区画は民間の
施設と比べ、広く、安価であると認識はしている。

◎追加項目（第３回委員会で回答）

番号 委員の要求 回答方法

1

使用料、管理料の民間との比較、委託先の選定の方
法について教えていただきたい。また、納骨堂の改
修の必要があるようだが、費用の見込みや今後の方
向性についての考えをお聞かせ願いたい。

説明

2
区画面積が広いようだが、多くの人が使用できるよう
に工夫することを検討できないか。

説明

3
納骨壇について、更新者数と、そのうち市内在住者、
市外在住者の割合、使用者の使用期間年数の内訳
を教えていただきたい。

資料

現在、市営霊園のあり方についての基本的な方針を検討中であり、その中で、区
画面積の変更や合葬式墓地の設置等が可能か調査・検討を行っていく。

別添追加資料を参照。
【別添資料】H29年度納骨壇使用申請等内訳/納骨壇使用年数内訳(霊園-17）

回答内容

市内にも宗教法人か公益法人が管理しているところがあるかと思う
が、他の類似施設との比較を行ったことはあるか。

確認だが、申し込みの段階で市民であり祭祀主宰者であれば墓地
使用の権利を取得でき、更新期限はないということでよいか。

使用料・管理料の民間との比較については、墓地の形態や管理方法等の違いも
あり一律に比較することは難しいが、今後、調査・研究していく。
管理業務の委託先は、入札により決定している。
納骨堂の改修については、用途地域の建築制限等の課題もあることから、建替
えるかどうかを含めた方向性を、費用の見込みと併せて検討していく。
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◎追加資料【追加項目3】

○H29年度納骨壇使用申請等内訳

市内 市外 市内 市外 市内 市外

使用申請件数 13 0 123 13 5 0 154

　※増収蔵（既に納骨堂を使用しており、追加で遺骨を収蔵）の場合は別途申請が必要

○納骨壇使用年数内訳（平成３０年３月３１日時点）

使用年数 更新回数 市内 市外 計
3年未満 0 42 0 42
3年以上6年未満 1 80 1 81
6年以上9年未満 2 8 0 8
9年以上12年未満 3 40 0 40
12年以上15年未満 4 70 8 78
15年以上18年未満 5 60 7 67
18年以上21年未満 6 96 16 112
21年以上 7 161 54 215

計 557 86 643

新規 更新 増収蔵
計

霊園-17



部　　会 第一部会 事業コード

事業名称 生活保護受給者就労支援事業 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 回答内容 備考

1
４０～５０代が多くなっている。
稼働年齢層が対象となっているので、１５～６４歳ま
でを対象としている。

2
３ヶ月間の定着支援を実施しており、平成２９年度は
７４．６％の定着率である。

就労支援者のうち面接同
行支援が６０．４％である。

3
生活保護廃止に至った方は９名。就労はしたが、最
低生活費を上回る収入を得るのは難しい。

4

繰り返し支援を受ける方はいる。長い期間就労され
ていない方は、初めはアルバイトから、次にパート、
そして正社員として定着していくような支援が必要と
なってきている。

5

基本的には生活保護は日本国民が対象であるが、
永住者、定住者のような外国人は行政措置という形
で生活保護を受給されており、そのケースは対象と
なっている。

6
受け入れ先は特に決まっていないが、清掃業者、警
備会社などが多くなっている。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表

14300801

生活福祉１課・２課

質問/指摘の内容

就労対象者の年齢の幅は。

就職後、その職場に定着したかを把握しているか。

定着した方たちは、そこで生活保護を終了したのか。

就職者数は１１４人であるが、この中からまた離職をされて、また繰
り返し就労支援を受ける方はいるのか。

外国人も含まれているのか。

就労者を受け入れる事業所は決まっているのか。どんな業種が多
いのか。
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番号 回答内容 備考

7

人によって異なる。生活リズムが乱れているような方
は、まず生活の自立、次に社会性の自立を訓練す
る。それらが整った後、就職に向けた訓練がある。こ
のプログラムとしては３ヶ月間をひとつの期間と考え
ている。

8
株式会社パソナキャリアカンパニーである。総合人材
派遣業を行っており、就労支援も行っている。

9 男性が約６７％、女性が約３３％となっている。

10

そうである。就労した月数に応じて、収入認定の中か
ら仮想に積み立て、生活保護脱却時に負担する社会
保険、国民年金、国民健康保険、諸税などに当てる
ための支給制度である。

11 そうである。

12 ３７世帯である。

謹んで訂正させていただ
きます。
世帯単位の支給となりま
す。

13
単身世帯の場合は１０万円、複数世帯の場合は最大
１５万円である。

14
１度給付された後、３年を経過しないと支給されな
い。ただし、就職した会社の都合で退職させられた場
合はその限りではない。

15
生活福祉課と同じフロアにハローワークの出先機関
があり、一体的に就労支援を行っている。
また委託業者でも、独自に企業開拓を行っている。

質問/指摘の内容

職業訓練の期間はどのくらいか。

この事業の業務委託先はどこか。

男女比率はどうなっているか。

生活保護費支給状況の中に、就労自立給付金とあるが、これは就
職したときに生活保護者に給付するものか。

就職したときに給付するのではなく、保護を廃止したときに給付す
るということか。

平成２９年度は約１９３万円となっているが、何名分なのか。

就労支援自立給付金は最大１０万円か。

就労支援自立給付金は、複数回もらうことができるのか。

川口市で就労できる企業の開拓は行っているのか。
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番号 回答内容 備考

16

少し精神的に病んでいたり、長期間引きこもっていた
方などもいる。その場合はまず信頼関係を構築し、続
いて集団生活の中で社会性を築き、その後職場体験
や職業訓練を行っている。

17
基本的には３ヶ月だが、人によって１年間は延長でき
る。

18
申請は減ってきているが、高齢世帯が増えてきてい
るので、廃止にならない状況である。

19
この就労支援を通じて保護廃止となったのは３３世帯
である。

20

生活保護法の一部を改正する法律が平成２５年に公
布され、平成２７年４月から施行された。主な改正内
容として、就労による自立の促進が追加された。就労
の支援に関する被保護者からの相談に応じて必要な
情報提供、助言を行うという事業が、定められたこと
がきっかけである。

21
被保護者就労支援事業費負担金が４分の３、被保護
者就労準備支援事業費補助金が３分の２の補助が
ある。

22

その方の程度に応じて生活自立支援、社会自立支
援、さらに就労自立支援と、段階的に支援を行ってい
く。生活自立支援から始まる方もいれば、就労自立
支援から行う方もいる。

清掃や介護の就労体験を
行っている。

23

生活保護開始となったときに、ケースワーカーが支援
方針を決定する。その中で稼働年齢層であれば就労
支援を決定する。
精神的に病んでしまっていた場合は病状調査を行
い、医師からの診断によっては、就労支援は行わ
ず、まずは病状の安定化という支援を行う。

質問/指摘の内容

セミナーの内容について、就職に関することだけじゃなく、生活リズ
ムを整えることまで行うのは、精神的に問題がある方の参加が多い
ということか。

それらを３ヶ月間で行うのか。

生活保護の申請は増えているのか。

職業支援というのは、生活リズムを整えるような支援の他に、実際
に職業を支援するような仕組みはないのか。

精神的につらかったり、引きこもりの方でも、就職したいという気持
ちはあるということか。

事業開始した平成２７年度から３年間で、就労したことによって保護
廃止になった方は何名か。

平成２７年度からこの制度が開始されたきっかけは何かあったの
か。

国からの補助はあるのか。
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◎追加項目（第３回委員会で回答）

番号 委員の要求 回答方法

1

効果を示すものとして、就労支援の内容、どんな業
種・受け入れ先があるのか、また、就職が１１４人で、
９人が保護終了と、３年間で３３世帯が保護廃止との
ことだが、就労支援の成果として廃止になったのはど
のくらいなのか、できれば世帯類型別のデータを出し
ていただきたい。

資料

2

就労自立給付金について、平成２９年度は３７世帯に
支給という話だが、平成２７年度から始まってるという
ことなので、平成２７年度から年度別に何名給付して
いるかのデータをお願いしたい。

資料

回答内容

・生活保護受給者に対する就労支援の概要及び生活保護受給者就労支援事業
の実施内容と効果については別添資料のとおり。
【別添資料】生活保護受給者に対する就労支援概要（生保-13）
【別添資料】生活保護受給者就労支援事業の実施内容と効果について
                （生保-14～17）

・業種・受け入れ先一覧は別添資料のとおり。
【別添資料】業種・受け入れ先一覧（生保-18～20）

・就労支援による保護廃止及び世帯類型別のデータは別添資料のとおり。
【別添資料】就労支援による保護廃止及び世帯類型別資料（生保-21）

・生活保護制度は、受給者の能力活用による自立を目指すが、本事業は自ら就
職活動ができない者を対象としている為、就労廃止自体が目的でなく、就労自立
のきっかけとなる基礎作りが成果と考える。
よって本事業の最終目的は、部分的であっても就労開始となる就職者数となる。

・生活保護受給者就労自立給付金については別添資料のとおり
【別添資料】生活保護受給者　就労自立給付金（生保-22）
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生保-13



生保-14



生保-15



生保-16

(参考)



生保-17

(参考　一部抜粋)



生保-18



生保-19



生保-20



就労支援による保護廃止及び世帯類型別資料

【各年度　世帯類型】
３ヵ年
平均

３ヵ年
合計

その他 1,611 (10) 1,619 (4) 1,581 (9) 1,604 (23)

母子 567 (7) 533 (3) 505 (0) 535 (10)

障害 738 790 810 779

傷病 1,424 1,290 1,229 1,314

高齢 4,350 4,568 4,717 4,545

停止中 27 18 13 19

合　計 8,717 (17) 8,818 (7) 8,855 (9) 8,797 (33)

就労支援対象者数

(Ａ) 就労支援対象者数

(Ｂ) うち本事業参加者数

（B/A）

就労支援による就職件数および廃止世帯数

(C) 就職件数 389 (141) 316 (129) 306 (89) 337 (120)

(D) （C）のうち本事業による就職件数 115 (17) 93 (7) 114 (9) 107 (11)

（D/C） 29.56% ( 12.05％ ) 29.43% ( 5.43％ ) 37.25% ( 10.11％ ) 31.75% ( 9.17％ )

上記(C)の内訳

生活保護受給者等就労自立促進事業

本事業

合計(C)

【参考】
本事業の支援数

(セミナー・カウンセリング)

H27 H28 H29 ３ヵ年平均

単位：人

単位：世帯、( )は本事業による廃止世帯数

H27 H28 H29

単位：件、( )は就労による廃止世帯数

H29 ３ヵ年平均

538 548 338 475

2,379 2,349 2,084 2,271

H27 H28

316 306 337

22.61% 23.33% 16.22% 20.90%

274 223 192 230

単位：件

115 93 114 107

H27 H28 H29 ３ヵ年平均

1,088 937 1,594 1,206

389

生保-21



生活保護受給者　就労自立給付金

就労自立給付金支給件数

Ａ 支給件数 48 世帯 43 世帯 37 世帯 42.66 世帯

金　額 3,389,466 円 2,980,394 円 1,934,868 円 2,768,242 円

就労廃止世帯のうち
就労自立給付金支給割合

（A/B）

１世帯あたりの平均給付額 70,614 円 69,311 円 52,294 円 64,073 円

【参考】

Ｂ 就労による廃止世帯数 141 世帯 129 世帯 89 世帯 119.6 世帯

H27 H28 H29 ３ヵ年平均

H27 H28 H29 ３ヵ年平均

41.57%34.04% 33.33% 35.67%
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部　　会 第一部会 事業コード

事業名称 廃棄物減量啓発事業／事業系廃棄物対策事業 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 回答内容 備考

1 川口市のホームページから登録できる。

2
それぞれの資源物の収集日の前日にお知らせメー
ルが届く。ごみの出し忘れが防げる。

3 そうである。

4 両方可能である。

5
朝日環境センターで実施している。朝日環境センター
の外周に３R推進月間ののぼり旗と４階ホールに３R
啓発パネルを掲示している。

6 小学生が多い。

7 日本語のほかに８ヶ国語取り扱っている。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表

43100801／43100951

資源循環課

質問/指摘の内容

メールの情報発信とあるが、登録方法はどのようにしているか。

登録するとどのような内容のメールが届くのか。

メールは日本語だけか。

このメールは携帯か、パソコンか。

３R推進月間中に行われるイベントはどこで実施されているのか。

主にどんな方が参加しているのか。

ウェブアプリケーションは日本語以外の言語も取り扱っているの
か。
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番号 回答内容 備考

8
中国語のほかに、英語、ハングルなどを予定してい
る。

9

ウェブアプリケーションは日本語のほか８ヶ国語取り
扱っているが、ごみの分け方・出し方の冊子は日本
語のみであり、中国語など６ヶ国語は、詳細版の冊子
を作成する予定である。

10 その検証は行っていない。

11
ホームページにPDFを載せる予定であり、そこでダウ
ンロードしていただくようになる。

12 ノート、定規を作っている。

13
調査は難しいが、一般ごみは年々減少しているた
め、市民には周知が行き届いているものと考えてい
る。

14 汚れているものは一般ごみに分類される。

15
多くはそうである。ごみの処理方法を知らないという
こと、ごみの処理に費用が発生するとの認識がない
ことが指導の要因である。

16

事業者のごみの出し方は二つの方法があり、一つは
直接環境センターへ持ち込む方法、もう一つは市が
許可をしている、一般廃棄物の収集運搬業の許可業
者（現在３１社）に処理を委託する方法である。許可
業者に委託する場合は、店舗の前での回収は正しい
方法であり、家庭ごみ集積所に出してしまうということ
が問題となる。

質問/指摘の内容

啓発事業により、ごみの分別などがされているかどうかの調査はし
ているのか。

分別されているが、汚れている資源ごみはどう処理されるのか。

西川口駅周辺の店舗訪問指導を行ったとあるが、中国系の店舗
か。

ごみを店舗前に出してしまうということか。

総評価の中で、今年度は外国語版家庭ごみの分け方・出し方を作
成するとあるが、何語を予定しているか。

資料には多言語記載されているが。

ウェブアプリケーションのアクセス数と情報メールの登録者数の因
果関係はあるか。

登録された方には、小冊子で出るようなものも含めてダウンロード
できるような仕組みはあるのか。

啓発グッズとは缶バッチなどか。
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番号 回答内容 備考

17
保健所との合同立入検査を、今年の７月と９月に予
定している。先日その予行練習も実施し、適切な処
理の実施を伝えていきたいと考えている。

18

平成２８年度は、NTTタウンページデータという会社
に登録してある全事業者に、ごみの出し方のリーフ
レットを送付した。２９年度については新たに追加と
なった事業者にのみ送付したため減額となったもの
である。

19

現在はよくなっているように感じる。この事業以外に
も対策をしているので、きれいになっているように感じ
るが、まだ不適切な処理を行っている事業者もいる
ので、指導は続けていく。

20
事業系ごみの手引きの中国語版を作成する予定で
あるため。

21

不法投棄されているのがごみの集積所となっている
ことから、収集業務課でパトロールを実施している。
今年度については監視の日数を増やしており、状況
は少しずつよくなっている。警察についても、合同で
の防犯パトロール実施や、立入検査をする際には、
協力をお願いしている。

22
日本人であれば組織が可能かと思うが、中国人には
事業者のコミュニティがなく、数も増えているため難し
いと感じる。

質問/指摘の内容

自主的にパトロールを組織してもらう方法は考えられないか。

実態的にはよくなっているのか。

平成３０年度予算が増額している理由は。

パトロールや、警察との連携は考えているか。

現状は、不適切な処理はなくなってきているのか。

平成２９年度の決算額は前年度より減額している理由は。
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◎追加項目（第３回委員会で回答）

番号 委員の要求 回答方法

1
廃棄物減量啓発事業について、SNSの活用を検討し
ていただきたい。

説明

2

事業系廃棄物対策事業について、実態を把握する必
要があると考える。対象の事業所数、委託業者と契
約している事業所数、処理の方法をルート化している
事業所数を調べていただきたい。

説明

3
中国人のコミュニティが問題となっている中で、今後
西川口地域の事業系ごみのあり方をどう考えている
のか、担当課としての考えを出していただきたい。

説明

川口市のごみの収集は１８の地区に分かれており、ごみの収集日のパターンが
異なる。TwitterやFacebookなどのSNSは、利用者の居住地区に合わせて必要な
情報を配信することが困難であること、及び個人情報の流出を防ぐ観点からも、
現在のところSNSの活用については難しいものと考えている。

契約事業者数は、平成29年度末で5,082件。市内事業者数は、川口市統計書に
よると、H26年度、22,133社となっている。
なお、NTTﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞﾃﾞｰﾀに登録されている事業者数は、平成29年末、14,469社
となっている。

西川口地区は、早期対応が必要なため、現在は、当該地区を中心に調査、指導
しているが、事業系ごみの適正処理は、どこの地区であっても必然であり、事業
としては継続して推進する。

回答内容
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